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第7章 計画段階環境配慮書の案又は計画段階環境配慮書についての意見と見解 

7.1 計画段階環境配慮書についての一般の環境の保全の見地からの意見と都市計画決定権者の

見解 

環境影響評価法第 3 条の 7 に基づく配慮書についての一般の環境の保全の見地からの

意見（配慮書縦覧期間中に提出された意見）はなかった。 
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7.2 関係する地方公共団体の長からの意見と都市計画決定権者の見解 

環境影響評価法第 3 条の 7 の規定に基づき、配慮書について愛知県知事及び各関係自

治体市長から意見聴取を行った。 

愛知県知事からの意見と都市計画決定権者の見解を 表 7-1 に示す。また、関係自治

体市長からの意見と都市計画決定権者の見解を表 7-2(1)～(2)に示す。 

 

 表 7-1 愛知県知事からの意見と都市計画決定権者の見解  

愛知県知事からの意見 都市計画決定権者の見解 

１．全般的事項 

（１）配慮書において設定された複数案を絞り

込んだ経緯及びその内容について、方法書にお

いて丁寧に記載すること。 

 配慮書において設定された複数案を絞

り込んだ経緯及びその内容について、方

法書第 3 章 3.3 及び第 5 章において丁寧

に記載した。 

（２）事業計画の検討に当たっては、環境の保

全に関する最新の知見を踏まえ、環境影響をで

きる限り回避、低減すること。 

 事業計画の検討に当たっては、環境の

保全に関する最新の知見を踏まえ、環境

影響をできる限り回避、低減する。 

２．大気質、騒音、振動 

 事業実施想定区域には集落・市街地等が存在

しており、事業の実施により大気質、騒音及び

振動による生活環境への影響が懸念される。 

 このため、生活環境への影響に配慮した事業

計画とするとともに、適切な調査、予測及び評

価の手法を検討すること。 

 生活環境への影響に配慮した事業計画

としていくとともに、適切な調査、予測

及び評価の手法を検討し、方法書第 8 章

に記載した。 

３．動物、植物、生態系 

 事業実施想定区域には鳥獣保護区等、まとま

った自然環境が存在していることから、事業の

実施によりこれらへの影響が懸念される。 

 このため、専門家等の指導・助言を得なが

ら、動物、植物及び生態系への影響に配慮した

事業計画とするとともに、適切な調査、予測及

び評価の手法を検討すること。 

 専門家等の指導・助言を得ながら、動

物、植物、生態系への影響に配慮した事

業計画としていくとともに、適切な調

査、予測及び評価の手法を検討し、方法

書第 8 章に掲載した。 

４．景観、人と自然との触れ合いの活動の場 

 事業実施想定区域には主要な眺望点及び景観

資源等並びに人と自然との触れ合いの活動の場

が存在していることから、事業の実施によりこ

れらへの影響が懸念される。 

 このため、景観及び人と自然との触れ合いの

活動の場への影響に配慮した事業計画とすると

ともに、適切な調査、予測及び評価の手法を検

討すること。 

 景観及び人と自然との触れ合いの活動

の場への影響に配慮した事業計画として

いくとともに、適切な調査、予測及び評

価の手法を検討し、方法書第 8 章に掲載

した。 

５．その他 

方法書以降の図書の作成に当たっては、住民等

の意見に配慮し、わかりやすい図書となるよう

努めること。 

 方法書以降の図書の作成に当たって

は、配慮書に対する住民等の意見に配慮

するとともに、平易な表現に努める等の

わかりやすい図書となるよう努める。 
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表 7-2(1) 各関係自治体市長からの意見と都市計画決定権者の見解 

刈谷市長からの意見 都市計画決定権者の見解 

1 本計画による道路の整備に伴い、交通量及

び走行速度が増加すると考えられることか

ら、周辺住居等に対する騒音・振動による生

活環境への影響について回避・低減に努める

こと。学校、病院、保育園その他の特に静穏

を必要とする施設が存在する地域について

は、より一層その影響の回避・低減するよう

努めること。 

騒音・振動による生活環境への影響について

できる限り回避または低減に努めるととも

に、学校、病院、保育園その他の特に静穏を

必要とする施設が存在する地域については、

より一層影響を回避・低減するようできる限

り努める。 

2 本計画による道路の整備に伴い、アクセス

性が向上し周辺地域からの流入による交通量

が増加すると考えられることから、インター

チェンジ周辺などの交通渋滞が発生しやすい

区間における住居等への大気汚染の回避・低

減に努めること。 

交通渋滞が発生しやすい区間における住居等

への大気汚染をできる限り回避または低減に

努める。 

3 計画を具体化する際は、市担当者との十分

な協議、及び最新の知見や専門家の意見等を

踏まえた調査を実施した上で、予測及び評価

を行い、その結果を踏まえた環境保全措置を

検討すること。 

計画を具体化する際は、市担当者との十分な

協議、及び最新の知見や専門家の意見等を踏

まえた調査を実施したうえで、予測及び評価

を行い、その結果を踏まえた環境保全措置を

検討する。 

安城市長からの意見 都市計画決定権者の見解 

1 道路整備による交通量及び走行速度の増加

に伴い、騒音、振動及び大気汚染等の影響が

予想されることから、必要に応じて適切な対

策を検討・実施し、生活環境の保全に努める

こと。特に、本市は当該道路の起終点付近に

位置することから、インターチェンジ周辺等

交通渋滞が発生しやすい区域については一層

配慮すること。 

騒音、振動及び大気汚染等の影響については、

必要に応じて適切な対策を検討・実施し、生

活環境の保全に努める。また、インターチェ

ンジ周辺等交通渋滞が発生しやすい区域につ

いては一層配慮に努める。 

2 当該道路の建設工事期間中についても、騒

音・振動等を可能な限り回避・低減する措置

を講じるよう努めること。 

建設工事期間中についても、騒音・振動等を

できる限り回避・低減する措置を講じるよう

努める。 

3 計画を具体化する際は、最新の知見や専門

家の意見等を踏まえた調査を実施した上で、

予測及び評価を行い、その結果を踏まえた環

境保全措置を検討すること。 

計画を具体化する際は、最新の知見や専門家

の意見等を踏まえた調査を実施した上で、予

測及び評価を行い、その結果を踏まえた環境

保全措置を検討する。 

東海市長からの意見 都市計画決定権者の見解 

1 生活環境保全   

自動車の走行に伴い、大気、騒音及び振動の

影響が考えられることから、必要に応じて防

音壁等の対策を検討及び実施し、生活環境保

全に努めること。 

大気、騒音及び振動の影響については、必要

性に応じて防音壁等の対策を検討及び実施

し、生活環境保全に努める。 

2 自然共生   

事業実施想定区域に本坪池周辺など豊かな自

然環境が存在する地域が含まれることから、

自然環境への影響を可能な限り回避、低減す

るよう配慮するとともに、生物多様性の保全

に努めること。 

自然環境への影響をできる限り回避、低減す

るよう配慮するとともに、生物多様性の保全

に努める。 
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表 7-2(2)  各関係自治体からの意見と都市計画決定権者の見解 

大府市長からの意見 都市計画決定権者の見解 

生活環境保全   

ルート範囲付近に知北平和公園が位置してお

り、静寂な環境を維持していることから騒音

及び振動の影響に対する配慮に努めること。 

知北平和公園への騒音及び振動の影響に対す

る配慮に努める。 

知多市長からの意見 都市計画決定権者の見解 

1 事業計画の具体化に当たっては、生活環境

を損なうことのないよう十分配慮するととも

に、適切に調査し、確実性の高い予測及び評

価を実施すること。 

事業計画の具体化に当たっては、生活環境を

損なうことのないよう十分配慮するととも

に、適切に調査し、確実性の高い予測及び評

価を実施する。 

2 市民等から寄せられた意見に対して、十分

な検討を行い適切な対応をとること。 

市民等から寄せられた意見に対して、十分な

検討を行い適切な対応を図る。 

3 方法書の作成にあたっては、市民にわかり

やすい内容となるよう努めること。 

方法書の作成にあたっては、市民にわかりや

すい内容とした。 

阿久比町長からの意見 都市計画決定権者の見解 

1 本計画による道路の整備に伴い、交通量及

び走行速度が増加すると懸念されることか

ら、周辺住居等に対する騒音・振動による生

活環境への影響について回避または低減に努

めること。 

騒音・振動による生活環境への影響について

できる限り回避または低減に努める。 

2 アクセスの向上により周辺地域からの流入

による交通量の増加が懸念されるので、交通

渋滞が発生しやすい区間における住居等への

大気汚染の回避または低減に努めること。 

交通渋滞が発生しやすい区間における住居等

への大気汚染をできる限り回避または低減に

努める。 

3 計画を具体化する際は、最新の知見等を踏

まえた調査を実施したうえで、予測及び評価

を行い、その結果を踏まえた環境保全措置を

検討すること。 

計画を具体化する際は、最新の知見や専門家

の意見等を踏まえた調査を実施したうえで、

予測及び評価を行い、その結果を踏まえた環

境保全措置を検討する。 

東浦町長からの意見 都市計画決定権者の見解 

1 住宅街、教育・保育施設、その他特に静穏

を必要とする施設が存在する地域について

は、工事期間も含めて防音壁を設置するなど、

大気質、騒音及び振動などによる影響の回避・

低減に努めること。 

特に静穏を必要とする施設が存在する地域に

ついては、工事期間も含めて防音壁を設置す

るなど、大気質、騒音及び振動などによる影

響をできる限り回避・低減するよう努める。 

2 各検討段階において、東浦町景観計画に沿

った景観配慮に努めること。 

今後の検討段階において、東浦町景観計画に

沿った景観配慮に努める。 

3 計画を具体化する際は、最新の知見や専門

家の意見等を踏まえた調査を実施した上で、

予測及び評価を行い、その結果を踏まえた環

境保全措置を検討すること。 

計画を具体化する際は、最新の知見や専門家

の意見等を踏まえた調査を実施したうえで、

予測及び評価を行い、その結果を踏まえた環

境保全措置を検討する。 

 

 


